販売店契約書
供給者（以下「甲」という。）と販売店（以下「乙」という。）とは、甲の商品の販売に関し、以下のとおり契約を締結する。
第1条（目的）
1. 甲は、乙に対し、甲の商品（以下「本商品」という。）を乙の名義及び計算において販売する権利を付与し、乙はこれを受諾する。
第2条（販売地域）
1. 乙の販売地域は、○○とする。
2. 本契約による販売権は、非独占的とする。（又は独占的とする。）
3. 独占的とするが、第4条の最低購入数量を2期連続で下回った場合は、甲は非独占に切り替えることができる。
第3条（仕入れ及び価格）
1. 乙は、甲から本商品を仕入れ、自らの名義で顧客に販売する。
2. 仕入価格は、甲が別途定める卸売価格表によるものとし、変更時は○か月前に通知する。
第4条（最低購入数量）
1. 乙は、契約期間中、○個以上の本商品を甲から購入するよう努める。
第5条（販売方法及びブランド管理）
1. 乙は、甲のブランドイメージを毀損しない方法で本商品を販売する。
2. 乙が行う広告・宣伝は、甲の事前承諾を得て行う。
第6条（代金及び支払）
1. 乙は、甲に対し、仕入代金を当月締め翌月末日までに甲指定口座に振り込む。振込手数料は乙の負担とする
第7条（検品・契約不適合責任）
1.乙は、本商品受領後○営業日以内に検品を行い、本商品の種類、品質又は数量が契約内容と適合しないこと（以下「契約不適合」という。）を発見したときは、直ちに甲に通知するものとする。
2.前項の期間内に通知がなされない場合、本商品は検品に合格したものとみなす。ただし、即時に発見できない契約不適合については、受領後○か月以内に限り、乙は甲に対し代替品の納入又は不足分の充足を請求できる。
第8条（返品）
1. 不良品の返品は甲の費用負担とする。乙都合の返品は甲の事前承諾を要する。
第9条（知的財産権）
1. 本商品に関する商標権その他の知的財産権は甲に帰属する。
2. 乙は、甲の書面による事前承諾なく、甲の商標等を使用してはならない。
第10条（競合品の取扱い）
1. 乙は、甲の事前承諾なく、本商品と競合する商品を取り扱わない。（独禁法注意）
第11条（秘密保持）
1. 甲及び乙は、本契約に関連して知り得た秘密情報を第三者に開示してはならない。
第12条（契約期間）
1. 本契約の有効期間は、令和○年○月○日から○年間とする。
第13条（解除）
1. 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、催告後も是正されないときは解除できる。
第14条（損害賠償）
1. 甲又は乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し損害賠償を請求することができる。ただし、賠償額は直接かつ通常の損害に限るものとする（または直近1年間の取引額を上限とする）。
第15条（反社会的勢力の排除）
1. 甲及び乙は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する。
第16条（合意管轄）
1. 本契約に関する紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第17条（協議）
1. 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し解決する。
令和　年　月　日
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
【甲】
名称又は氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
住所又は所在地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
印
【乙】
名称又は氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
住所又は所在地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
印
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